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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第71期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第72期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第71期

会計期間
自  平成21年４月１日
至  平成21年６月30日

自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日

自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日

営業収益 (百万円) 9,118 9,710 38,784

経常利益 (百万円) 29 66 1,034

当期純利益又は
四半期純損失(△)

(百万円) △62 △205 741

純資産額 (百万円) 13,989 14,322 14,698

総資産額 (百万円) 28,519 28,607 28,951

１株当たり純資産額 (円) 625.85 641.77 659.38

１株当たり当期純利益金額
又は四半期純損失金額(△)

(円) △2.90 △9.63 34.67

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 46.9 47.9 48.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 671 436 2,552

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △489 △626 △508

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △336 329 △1,787

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 2,042 2,593 2,453

従業員数 (名) 2,265 2,152 2,160

(注)  １  「営業収益」には消費税等は含まれておりません。

２  「潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額」については、潜在株式が存在していないため記載し

ておりません。また、第71期第１四半期連結累計(会計)期間および第72期第１四半期連結累計(会計)期間に

ついては１株当たり四半期純損失で、潜在株式が存在していないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）において営まれてい

る事業の内容に重要な変更はありません。

  また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成22年６月30日現在

従業員数(名)
2,152
(1,209)

(注) １  従業員数は、就業人員であります。

２  従業員の（外書）は、臨時従業員の当第１四半期連結会計期間の平均雇用人員数であります。　

　

(2) 提出会社の状況

平成22年６月30日現在

従業員数(名) ―

(注) 純粋持株会社であり業務を委託しているため、従業員はおりません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

当社グループの扱う輸送商品は単一ではなく、輸送距離もまちまちであり、また受注形態をとらない事業

で、セグメントごとに生産規模および受注規模を金額あるいは数量で示すことはしておりません。

このため生産、受注及び販売の状況については、「４  財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状

況の分析」における各セグメントの業績に関連付けて示しております。

　

２ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結会計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生または前事業年度の有価証券報告書

に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

　
４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社および連結子会

社）が判断したものであります。

(1) 経営成績の分析

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、輸出関連企業の持ち直しや国内外の景気対策によ

り、一部に回復への兆しも見られたものの、欧州金融市場の混乱から円高・株安の傾向が続き、本格的な

景気回復には至らず、依然として厳しい状況が続いております。

当社グループの主要な事業であります物流関連事業におきましては、景気低迷により国内貨物輸送量

が減少傾向にあるなかで、物量確保を目指した同業者間の激しい貨物獲得競争や、軽油単価の高騰による

燃料費の増加などコストアップ要因が重なり、引き続き厳しい経営環境が続いております。

このような状況のもと、当社グループは、グループ各社の得意とする業務分野と集配・幹線輸送網の総

合力を活かした輸送システムの品質向上と効率化に努めてまいりました。また専門輸送の分野におきま

しても、担当分野で培った物流ノウハウや施設を当社グループ全体で共有して、より質の高い物流サービ

スを提供するために、当社グループの総合力を結集して取り組んでまいりました。

この結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、営業収益97億10百万円（前年同期比6.5％増）、営業利

益28百万円（前年同期は３百万円の営業損失）、経常利益66百万円（前年同期比124.3％増）、四半期純

損失２億５百万円（前年同期は62百万円の四半期純損失）となりました。
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セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

 [物流関連事業]

物流関連事業の主な事業収益は、貨物自動車運送事業、倉庫業、自動車整備事業、情報処理サービス業、

損害保険代理業などであります。

貨物自動車運送事業のうち、当社グループの主力であります特別積合せ部門では、グループ各社の得意

とする、集配・幹線輸送網に物流加工業務を組み込んだ量販店様向けの一貫納品物流システムの提供や、

同業他社からの岐阜県内配送貨物の受託業務など物量確保に努めてまいりました。しかし、個人消費の低

迷による国内の貨物輸送量の減少と、業者間の貨物獲得競争による輸送単価の下落や、お客様の物流経費

の見直しなどにより経営環境は非常に厳しい状態が続いております。

専門輸送の分野におきましては、大手量販店様の調達から納品までの一貫した輸送業務や、コンビニエ

ンスストアの地域ルート配送業務、更には家電や大型家具の保管・配送・設置業務など、得意な地域、得

意な事業分野でグループ各社が連携しながら、お客様の要請に的確にお応えする物流サービスの提供に

力を注いでまいりました。

この結果、物流関連事業の営業収益は95億53百万円、セグメント利益は１億74百万円となりました。

 [不動産関連事業]

不動産関連事業につきましては、エスライングループ各社において遊休資産の有効活用を図るために、

外部への賃貸事業を営んでおります。

この結果、不動産関連事業の営業収益は84百万円、セグメント利益は23百万円となりました。

 [その他]

主に、旅客自動車運送事業を営んでおります。岐阜地区の高校や大学の通学バス、地元企業の社員通勤

バスなどの定期運行に加えて、冠婚葬祭時の送迎用や学校の長期休暇時にはサークル活動や地域グルー

プの行楽の移動手段として、安全と安心を第一に、地域に密着した運行を行ってまいりました。

この結果、その他の営業収益は72百万円、セグメント利益は11百万円となりました。

(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の連結資産合計は286億７百万円となり、前連結会計年度末比３億43百万

円減少いたしました。この主な要因は営業未収入金の減少、固定資産の減価償却による減少であります。

  また、連結負債合計は142億84百万円となり、前連結会計年度末比31百万円増加しております。この主な

要因は借入金、賞与引当金、資産除去債務の増加と営業未払金、その他流動負債の減少であります。

  連結純資産合計は143億22百万円となり、前連結会計年度末比３億75百万円減少しております。この主

な要因は四半期純損失と配当金の支払による減少であります。
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(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末よ

り１億40百万円資金が増加し25億93百万円となりました。

  営業活動によるキャッシュ・フローは、４億36百万円の収入（前年同期は６億71百万円の収入）とな

りました。この主な収入は営業債権の減少、減価償却費および賞与引当金の増加で、主な支出は営業債務

の減少、法人税等の支払であります。

  投資活動によるキャッシュ・フローは、６億26百万円の支出（前年同期は４億89百万円の支出）とな

りました。この主な支出は有形・無形固定資産の取得であります。

  財務活動によるキャッシュ・フローは、３億29百万円の収入（前年同期は３億36百万円の支出）とな

りました。この主な収入は借入金の増加で、主な支出は配当金の支払であります。

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

および新たに生じた課題はありません。

なお、当社は財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その

内容等（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりです。

会社の支配に関する基本方針

① 会社の支配に関する基本方針の内容

当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、経営の基本理念をはじめ当社の財務基盤

や事業内容等の企業価値の源を十分理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を継続して確保し

向上していくことを可能とする者でなければならないと考えております。

  当社株式の自由な売買は株主の皆様に保障された当然の権利であり、また、当社の株主は、当社株式の

市場における自由な取引を通じて決せられるものであります。

  当社の支配権の移転を伴う大規模な株式の買付提案またはこれに類似する行為がなされた場合であっ

ても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、一概に否定するものではなく、こ

れに応じるべきか否かの判断も、最終的には株主の皆様の意思に基づき行われるべきものと考えており

ます。

  しかしながら、近時、わが国の資本市場においては、対象となる会社の経営陣の賛同を得ることなく、一

方的に大規模な株式の買付を強行するといった動きが顕在化しつつあります。こうした大規模な株式の

買付の中には、その目的等からみて企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすも

の、株主の皆様に株式の売却を事実上強要する恐れがあるもの、対象会社の取締役会や株主が買付の条件

について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しな

いもの、対象会社が買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買付者との協議・交渉を

必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

  当社は、上記の例を含め、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する恐れのある不適切な大規

模な株式の買付行為またはこれに類似する行為を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配

する者としては適切でないと考えております。
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② 会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組み

当社では、多数の投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、当社の企業価値ひい

ては株主共同の利益を向上させるための取組みとして、以下の施策を実施しております。これらの取組み

は、会社の支配に関する基本方針の実現に資するものと考えております。

  当社は、昭和13年に設立された「岐阜トラック運輸株式会社」を前身とし、以来、貨物運送事業を中心

として、輸送路線網の拡大、大量高速輸送時代に先駆けたトレーラー輸送の開始、Ｓライン日本グループ

による全国輸送ネットワーク体制の確立、業界初のオンラインシステムの稼動、フランチャイズシステム

による宅配ネットワークの結成、子会社方式による輸送周辺領域業務の取組み等、お客様の様々なニーズ

にお応えすべく注力してまいりました。平成18年10月には、グループ体制の更なる発展と結束力の強化、

各事業会社の迅速な意思決定と環境変化に伴う機動的かつ柔軟な対応、戦略的かつ明確な経営体制の整

備と収益力の向上を図るために純粋持株会社体制に移行し、㈱エスラインとして新たな体制をスタート

させております。当社は、この体制移行により、特色のある23のグループ会社を傘下に有し、運送事業、物

品販売事業、情報処理事業、自動車整備事業等、輸送事業とその関連周辺分野を中心とした事業領域にお

いて、機動的かつ柔軟に総合力を発揮することが、当社グループ全体の利益体質を高め企業価値の向上に

つながるものと考えており、ワンランク上の総合物流企業となることを目指して注力しております。

＜当社の経営理念＞

当社は、昭和13年の創業以来、

「和」 社是「和」のもと、労使一体の全員経営により輸送の使命をはたしてみんなの幸

せを追求する。

「法の精神」 国内の法または関係法令およびその精神を遵守し、オープンでフェアな企業活動

を通じて社会から信頼される企業を目指す。

「社会貢献」 地域に密着した企業活動を通じて、経済・社会の発展に貢献する。

「環境と顧客優先」 環境に配慮した物流企画の提案と輸送品質の向上に努め、お客様に満足して頂け

る物流を提供する。

「全員参加」 全社員が職務に応じて企業の運営を分担する全員経営により、対話と活力に満ち

た企業風土を作る。

を経営の基本理念として掲げ、株主の皆様をはじめ社員、取引先、地域社会等ステークホルダーとの深

い信頼関係に基づき、着実に事業の発展に注力してまいりました。

  持株会社のもと、当社グループは引続き、創業の精神を受け継ぎ、「お客様が一番」の価値観を共有し、

地域に密着した輸送およびその周辺業務の取り込みに向け、積極的に提案営業を展開し、事業会社各社が

それぞれの業務分野を分担しながら有機的に連携することにより、一層の企業価値の安定的な向上に向

けて注力してまいります。
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＜当社の中期経営戦略＞

エスライングループは、中期的な経営戦略において以下の具体的な取組みに注力しております。

(a) 組織の改革と強化

顧客のニーズを的確に捉え、スピード、サービス、セーフティをモットーに、創意と熱意をもって新輸送

商品の開発に努め、過去に蓄積した有形無形の財産（施設・土地・経験・ノウハウ・情報力）を有効に

活用した高度な輸送サービスの提供を一層推進する。

(b) 事業展開における取組み 　

(イ) 貨物自動車運送事業（特別積合せ）の営業区域を、特定（東海道・山陽道・九州一円）し、エリア内

での1)～3)の各施策を積極的に展開する。

1) 集配網と幹線輸送網の充実

2) 地域に密着した輸送およびその関連物流業務の取り込み

3) 施設・車・人を専門輸送業務と有機的に結合させた「小口商業貨物」の拡大

(ロ) 専門輸送分野である1)～4)の各施策を強化し、より質の高い物流サービスを提供する。 

1) 大手量販店のベンダー集荷からセンター間、店舗までの一貫配送業務

2) ドラッグストアやコンビニエンスストアのルート配送業務

3) 家電や大型家具の保管・配送・設置業務

4) 顧客個々の業態に最適な物流システムの提供

　(ハ) 倉庫部門では、顧客のニーズに応えた商品の調達から物流加工、配送に至るまでの一貫した物流システ

ムを提供する。

　

当社は、グループ総力をあげたこれらのさまざまな取組みが、株主の皆様をはじめ社員、取引先、地域社

会等ステークホルダーとの信頼関係をより強固なものにし、企業価値ひいては株主共同の利益の確保と

向上につながるものと確信し、今後も企業の安定的な発展と株主の皆様のご期待に応えられる経営を目

指して推進してまいります。

③ 会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配

されることを防止するための取組み

当社は、平成20年４月25日開催の取締役会において、「当社株式の大規模買付行為への対応策」（以下

「本プラン」という。）を導入し、平成20年６月27日開催の第69期定時株主総会において株主の皆様にご

承認いただき、平成23年６月開催の定時株主総会終結の時まで継続することといたしました。

その概要は以下のとおりです。

(a) 当社株式の大規模買付行為等

本プランにおける当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20％以上とする

ことを目的とする当社株券等の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上

となる買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を大規模買付者といいます。

(b) 大規模買付ルールの概要　

大規模買付ルールとは、事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役

会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始するというものです。
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(c) 大規模買付行為がなされた場合の対応　

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対で

あったとしても、当該買付提案についての反対意見の表明や、代替案の提示をすることにより、株主の皆

様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。

  ただし、大規模買付ルールを遵守しない場合や、遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為

が会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと取

締役会が判断した場合には、対抗措置をとることがあります。

(d) 対抗措置の合理性及び公正性を担保するための制度および手続

対抗措置を講じるか否かについては、取締役会が最終的な判断を行いますが、本プランを適正に運用

し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性および合理性を担保する

ため、独立委員会を設置することといたしました。

  対抗措置をとる場合、その判断の合理性および公正性を担保するために、取締役会は対抗措置の発動に

先立ち、独立委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は対抗措置の発動の是非

について、勧告を行うものとします。

(e) 本プランの有効期間等

本プランの有効期間は、平成23年６月に開催予定の定時株主総会の終結の時までとし、以降、本プラン

の継続 (一部修正したうえでの継続を含む。）については３年ごとに定時株主総会の承認を得ることと

します。

  ただし、有効期間中であっても、株主総会または取締役会の決議により本プランは廃止されるものとし

ます。

④ 前記②、③の取組みが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に

合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでないことについて

会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組みは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向

上させるための施策であり、まさに会社の支配に関する基本方針に沿うものであります。

  また、本プランは、(a)買収防衛策に関する指針の要件を充足していること、(b)株主共同の利益を損な

うものではないこと、(c)株主意思を反映するものであること、(d)取締役会の恣意的判断の排除、(e)デッ

ドハンド型の買収防衛策・スローハンド型の買収防衛策ではないこと等、会社の支配に関する基本方針

に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするも

のではないと考えております。

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。

　

　

EDINET提出書類

株式会社エスライン(E04199)

四半期報告書

 9/29



第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間において、特記すべき事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 59,013,000

計 59,013,000

　

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数(株)

(平成22年６月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成22年８月11日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 21,753,993 21,753,993
名古屋証券取引所
（市場第二部）

単元株式数は1,000株
であります。

計 21,753,993 21,753,993 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成22年６月30日 ― 21,753 ― 1,938 ― 2,812

　

(6) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成22年３月31日)に基づく株主名簿による記載

をしております。

① 【発行済株式】

平成22年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式

382,000
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

21,212,000
21,212 ―

単元未満株式
普通株式

159,993
― ―

発行済株式総数 21,753,993 ― ―

総株主の議決権 ― 21,212 ―

(注)  「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式5株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成22年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社エスライン

岐阜県羽島郡岐南町
平成４丁目68番地

382,000― 382,000 1.75

計 ― 382,000― 382,000 1.75

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成22年
４月 ５月 ６月

最高(円) 187 185 190

最低(円) 177 176 181

(注)  最高・最低株価は名古屋証券取引所市場第二部によるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、本四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。

　

　

EDINET提出書類

株式会社エスライン(E04199)

四半期報告書

12/29



第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び前第１四半期連

結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づ

き、当第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び当第１四半期連結累

計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて

作成しております。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結会計期間（平成21年４月

１日から平成21年６月30日まで）及び前第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30

日まで）に係る四半期連結財務諸表については、あずさ監査法人により四半期レビューを受け、当第１四半

期連結会計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成22

年４月１日から平成22年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表については、有限責任 あずさ監査法人

により四半期レビューを受けております。

  なお、従来から当社が監査証明を受けているあずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年

７月１日をもって有限責任 あずさ監査法人となりました。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,802 2,643

受取手形及び営業未収入金 ※1
 5,001

※1, ※3
 5,296

貯蔵品 45 48

繰延税金資産 36 33

その他 379 350

貸倒引当金 △19 △19

流動資産合計 8,245 8,352

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※2
 5,309

※2
 5,338

機械装置及び運搬具（純額） ※2
 1,388

※2
 1,542

土地 10,251 10,251

リース資産（純額） ※2
 156

※2
 167

建設仮勘定 125 0

その他（純額） ※2
 84

※2
 91

有形固定資産合計 17,316 17,391

無形固定資産 675 709

投資その他の資産

投資有価証券 1,171 1,259

繰延税金資産 174 176

その他 1,042 1,081

貸倒引当金 △19 △19

投資その他の資産合計 2,369 2,498

固定資産合計 20,361 20,599

資産合計 28,607 28,951
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金 3,958 ※3
 4,198

短期借入金 1,640 1,200

1年内返済予定の長期借入金 535 581

未払法人税等 93 270

賞与引当金 546 279

役員賞与引当金 2 12

設備関係支払手形 0 2

その他 782 1,236

流動負債合計 7,560 7,781

固定負債

長期借入金 387 330

繰延税金負債 2,198 2,214

退職給付引当金 3,019 2,976

役員退職慰労引当金 174 174

資産除去債務 193 －

負ののれん 126 139

その他 624 635

固定負債合計 6,724 6,471

負債合計 14,284 14,253

純資産の部

株主資本

資本金 1,938 1,938

資本剰余金 2,812 2,812

利益剰余金 8,992 9,305

自己株式 △77 △77

株主資本合計 13,666 13,979

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 27 71

繰延ヘッジ損益 21 41

評価・換算差額等合計 48 112

少数株主持分 607 605

純資産合計 14,322 14,698

負債純資産合計 28,607 28,951
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

営業収益 9,118 9,710

営業原価 8,746 9,282

営業総利益 371 427

販売費及び一般管理費 ※1
 375

※1
 398

営業利益又は営業損失（△） △3 28

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 11 12

受取賃貸料 9 8

負ののれん償却額 11 12

持分法による投資利益 0 0

その他 15 13

営業外収益合計 49 47

営業外費用

支払利息 11 5

売上割引 0 1

債権売却損 2 2

その他 1 0

営業外費用合計 16 9

経常利益 29 66

特別利益

固定資産売却益 ※2
 22

※2
 2

補助金収入 － 15

その他 1 1

特別利益合計 24 19

特別損失

固定資産除売却損 ※3
 0

※3
 14

投資有価証券評価損 39 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 111

その他 － 28

特別損失合計 40 154

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

13 △69

法人税等 ※4
 69

※4
 134

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △203

少数株主利益 6 2

四半期純損失（△） △62 △205
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

13 △69

減価償却費 358 377

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 111

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 33 42

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △16 △0

賞与引当金の増減額（△は減少） 245 266

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6 △9

受取利息及び受取配当金 △12 △12

支払利息 11 5

持分法による投資損益（△は益） △0 △0

有形固定資産売却損益（△は益） △22 △2

有形固定資産除却損 0 14

営業債権の増減額（△は増加） 320 296

たな卸資産の増減額（△は増加） 5 2

営業債務の増減額（△は減少） △302 △239

その他 135 △85

小計 761 697

利息及び配当金の受取額 12 11

利息の支払額 △10 △5

法人税等の還付額 20 4

法人税等の支払額 △112 △271

営業活動によるキャッシュ・フロー 671 436

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 66 －

定期預金の預入による支出 △24 △18

投資有価証券の売却による収入 0 0

投資有価証券の取得による支出 △2 △1

有形固定資産の売却による収入 27 3

有形固定資産の取得による支出 △479 △203

無形固定資産の取得による支出 △96 △425

その他 20 19

投資活動によるキャッシュ・フロー △489 △626

EDINET提出書類

株式会社エスライン(E04199)

四半期報告書

17/29



（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △290 440

長期借入れによる収入 400 200

長期借入金の返済による支出 △318 △189

社債の償還による支出 △10 －

配当金の支払額 △106 △106

少数株主への配当金の支払額 △2 △2

その他 △8 △11

財務活動によるキャッシュ・フロー △336 329

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △154 140

現金及び現金同等物の期首残高 2,196 2,453

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 2,042

※
 2,593

EDINET提出書類

株式会社エスライン(E04199)

四半期報告書

18/29



【継続企業の前提に関する事項】

該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

当第１四半期連結会計期間
(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

１  会計処理基準に関する事項の変更

    「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号  平成20年３月

31日）および「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31

日）を適用しております。

これにより、営業利益および経常利益がそれぞれ２百万円減少し、税金等調整前四半期純損失は114百万円増

加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は192百万円であります。

２  自動車リサイクルに係る預託金の会計処理の変更

自動車リサイクル料金について、従来、自動車の取得時に自動車リサイクルに係る義務の履行のために資金管

理法人に支払った預託金を投資その他の資産の「その他」として計上し、廃車時に費用処理しておりましたが、

当第１四半期連結会計期間より、自動車リサイクルに係る預託金の支払いは、自動車の取得経費として費用処理

しております。

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」の適用に伴い、本来なら、自動車を取得

した時に廃車時のリサイクル義務の履行が要求されることから資産除去債務に該当しますが、自動車リサイク

ル料金は取得時に支払われること、自動車１台当たりでは金額的に僅少であること、自動車の耐用年数は短いこ

と等を総合的に勘案し、当該変更をいたしました。

これにより、営業利益および経常利益がそれぞれ０百万円減少し、税金等調整前四半期純損失は22百万円増加

しております。

　

【表示方法の変更】

当第１四半期連結会計期間
(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

（四半期連結損益計算書関係）

１  「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号  平成20年12月26日）に基づき財務諸表等規則等

の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日  内閣府令第５号）の適用に伴い、当第１四半期連結累計期間

では、「少数株主損益調整前四半期純損失（△）」の科目を表示しております。

２  「補助金収入」は前第１四半期連結累計期間において特別利益の「その他」に含めて表示しておりました

が、特別利益の総額の20/100を超えたため区分掲記しております。

なお、前第１四半期連結累計期間における「補助金収入」は１百万円であります。
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【簡便な会計処理】

当第１四半期連結会計期間
(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

１  一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

２  棚卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

  また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、

簿価切下げを行う方法によっております。

３  固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。

４  繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、又は、一時差異等の発生

状況に著しい変化が認められた場合に、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プ

ランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第１四半期連結会計期間
(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

税金費用の計算

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利

益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計

算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

※１  受取手形裏書譲渡高 23百万円
　

※１  受取手形裏書譲渡高 36百万円
　

※２  有形固定資産に対する減価償却累計額
16,610百万円

※２  有形固定資産に対する減価償却累計額
16,242百万円

※３            ―――――――――

 

 
 
 
 

※３  期末日満期手形の会計処理については、手形交換
日をもって決済処理しております。
なお、連結子会社の期末日が金融機関の休業日で
あったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含
まれております。

受取手形 17百万円

支払手形 14百万円
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(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

前第１四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日  至  平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日)

※１  販売費及び一般管理費のうち主要なもの

人件費 272百万円

(賞与引当金繰入額) (17百万円)

(役員賞与引当金繰入額) (3百万円)

(退職給付費用) (5百万円)

(役員退職慰労引当金繰入額) (1百万円)

減価償却費 11百万円

施設使用料 18百万円

租税公課 3百万円

※１  販売費及び一般管理費のうち主要なもの

人件費 265百万円

(賞与引当金繰入額) (18百万円)

(役員賞与引当金繰入額) (2百万円)

(退職給付費用) (5百万円)

(役員退職慰労引当金繰入額) (1百万円)

減価償却費 43百万円

施設使用料 19百万円

租税公課 2百万円

※２  固定資産売却益の主な内訳

土地 19百万円

機械装置及び運搬具 3百万円

※２  固定資産売却益の主な内訳

機械装置及び運搬具 2百万円

※３  固定資産除売却損の主な内訳

機械装置及び運搬具 0百万円

※３  固定資産除売却損の主な内訳

建物及び構築物 14百万円

機械装置及び運搬具 0百万円

※４  当第１四半期連結累計期間の税金費用について

は、四半期連結財務諸表に特有の会計処理を適用し

ているため、法人税等調整額については、法人税等

に含めております。

※４  同左

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第１四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日  至  平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間 
(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

※  現金及び現金同等物の当第１四半期連結累計期間末

残高と当第１四半期連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係

現金及び預金 2,217百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △175百万円

現金及び現金同等物 2,042百万円

※  現金及び現金同等物の当第１四半期連結累計期間末

残高と当第１四半期連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係

現金及び預金 2,802百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △208百万円

現金及び現金同等物 2,593百万円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１

日  至  平成22年６月30日)

１  発行済株式の種類及び総数

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式 (株) 21,753,993

　
２  自己株式の種類及び株式数

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式 (株) 383,173

　
３  新株予約権等の四半期連結会計期間末残高

該当事項はありません。

　
４  配当に関する事項

  (1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月29日
定時株主総会

普通株式 106 ５ 平成22年３月31日 平成22年６月30日 利益剰余金

　

  (2) 基準日が当第１四半期連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会

計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　
５  株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自  平成21年４月１日  至  平成21年６月30日）

　
物流関連事業
(百万円)

不動産関連
事業(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

営業収益 8,954 84 79 9,118 ― 9,118

営業利益又は
営業損失(△)

83 42 13 138 (142) △3

(注)  １  事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２  各事業区分

事業区分 事業内容

物流関連事業 貨物自動車運送事業、倉庫業、自動車整備事業、情報処理サービス業  他

不動産関連事業 不動産賃貸事業

その他事業 バス事業

　

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自  平成21年４月１日  至  平成21年６月30日）

在外子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。

　

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間（自  平成21年４月１日  至  平成21年６月30日）

海外売上高がないため、該当事項はありません。
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【セグメント情報】

(追加情報)

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号  平

成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

20号  平成20年３月21日）を適用しております。

　

１  報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務報告が入手可能であり、取締役会が、経

営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは主に物流関連事業を営み、グループ各社毎に経営判断し、事業活動を展開しております。

「物流関連事業」は主に貨物自動車運送事業、倉庫業、自動車整備事業、情報処理サービス業、損害保険代理

業などを行っております。また、グループ各社において不動産関連事業を営んでおります。「不動産関連事

業」は資産を有効活用するための賃貸事業を行っております。

　

２  報告セグメントごとの営業収益及び利益の金額に関する情報

当第１四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日）

　

報告セグメント その他
（百万円）
(注)

合計
（百万円）物流関連事業

（百万円）
不動産関連事業
（百万円）

計
（百万円）

営業収益 　 　 　 　 　

  外部顧客に対する営業収益 9,553 84 9,637 72 9,710

セグメント間の内部営業収
益又は振替高

― ― ― ― ―

計 9,553 84 9,637 72 9,710

セグメント利益 174 23 198 11 210

(注)  「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、バス事業を含んでおります。

　

EDINET提出書類

株式会社エスライン(E04199)

四半期報告書

24/29



　

３  報告セグメントの利益の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）

利益
金額

（百万円）

報告セグメント計 198

「その他」の区分の利益 11

セグメント間取引消去 ―

全社費用(注) △182

四半期連結損益計算書の営業利益 28

(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社および㈱エスラインギフの総務部門等管理部門に係る費用で

あります。

　

(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

641円77銭 659円38銭

(注)  １株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

純資産の部の合計額 （百万円） 14,322 14,698

普通株式に係る純資産額 （百万円） 13,715 14,092

差額の主な内訳
  少数株主持分 （百万円）

 
607

 
605

普通株式の発行済株式数 （千株） 21,753 21,753

普通株式の自己株式数 （千株） 383 382

１株当たり純資産額の算定に用
いられた普通株式の数 （千株） 21,370 21,371

　

２  １株当たり四半期純損失金額等

前第１四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日  至  平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間 
(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

１株当たり四半期純損失金額 2円90銭
　

１株当たり四半期純損失金額 9円63銭
　

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に
ついては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株
式が存在していないため記載しておりません。

同左

(注)  １株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎

項目
前第１四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日)

四半期連結損益計算書上の
四半期純損失（△） (百万円) △62 △205

普通株式に係る四半期純損失（△） (百万円) △62 △205

普通株主に帰属しない金額 (百万円) ― ―

普通株式の期中平均株式数 (千株) 21,378 21,371
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(重要な後発事象)

前第１四半期連結会計期間
(自  平成21年４月１日  至  平成21年６月30日)

当第１四半期連結会計期間 
(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

固定資産の譲渡

平成21年７月17日開催の当社取締役会において、連結

子会社所有の固定資産の譲渡を決議いたしました。

１  当該事象の内容

(1) 譲渡の理由

当社連結子会社㈱エスラインギフの静岡支店（旧）

は、一般貨物自動車運送事業（特別積合せ）の拠点とし

て、昭和47年12月の開設以来37年間営業を続けてきまし

たが、施設が老朽化したことに加え多様化する荷主ニー

ズに対応するために、平成21年３月６日に代替地を取得

（静岡市葵区牧ヶ谷 土地面積 7,788.46㎡）し、新支店

開設に向け改修を行っておりましたが、その準備が整い

ましたため、現施設を売却することといたしました。

(2) 譲渡資産の内容

所在地

静岡県静岡市駿河区池田156番地の２

譲渡資産

土地（3,003.56㎡）

帳簿価額

９百万円

譲渡価額

545百万円

(3) 譲渡先の概要

商号

協和医科器械株式会社

本店所在地

静岡県静岡市清水区草薙北3-18

代表者

代表取締役社長 池 谷 保 彦

資本金

859百万円

主な事業の内容

医療機器の販売

当社との関係

特にありません

(4) 譲渡の日程

平成21年７月17日

取締役会決議、契約締結

平成21年11月初旬（予定）

物件引渡し

２  当該事象の連結損益に与える影響額

当該事象により平成22年３月期（自 平成21年４月１

日 至 平成22年３月31日）の第３四半期連結損益計算

書において、特別利益として固定資産売却益を526百万

円計上する予定であります。

――――――――

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成21年８月７日

株式会社エスライン

取締役会  御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    安  藤    泰  行        印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    豊  田    裕  一        印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    岩  田    国  良        印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社エスラインの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間

（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成

21年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及

び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明すること

にある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エスライン及び連結子会社の平成21

年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ

・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
追記情報

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成21年７月17日開催の取締役会において、連結子会社所

有の固定資産の譲渡を決議した。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以　上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年８月10日

株式会社エスライン

取締役会  御中

　

有限責任 あずさ監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    安  藤    泰  行        印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    豊  田    裕  一        印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    岩  田    国  良        印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社エスラインの平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間

（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成

22年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及

び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明すること

にある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エスライン及び連結子会社の平成22

年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ

・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
追記情報

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載されているとおり、会社は当

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」及び「資産除去債務に関する会計基準の

適用指針」を適用している。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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